
小松島市水道事業会計予算書

令和４年度



 （ 総 則 ）

第１条  令和４年度小松島市水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

 （ 業務の予定量 ）

第２条  業務の予定量は，次のとおりとする。

(1) 16,628 (戸）

(2) 6,108,812 (屯）

(3) 16,736 (屯）

(4)

① 建 設 改 良 費 42,664 千円

② 配水設備改良費 390,600 千円

③ 営 業 設 備 費 12,722 千円

 （ 収益的収入及び支出 ）

第３条  収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収　　入

822,283 千円

第１項 営  業  収  益 767,406 千円

第２項 営 業 外 収 益 54,872 千円

第３項 特  別  利  益 5 千円

支　　出

757,745 千円

第１項 営  業  費  用 687,657 千円

第２項 営 業 外 費 用 69,231 千円

第３項 特　別　損　失 757 千円

第４項 予　　備　　費 100 千円

第１款　 水 道 事 業 収 益

第１款　 水 道 事 業 費 用

議案第 13 号

給 水 戸 数

年 間 総 配 水 量

１日平均配水量

主な建設改良費

令和４年度小松島市水道事業会計予算
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　( 資本的収入及び支出 )

 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める( 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額359,947千円は，

消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,287千円，及び損益勘定留保資金323,660千円で補てんするものとする。）。

 資 本 的 収 入 307,835 千円

第１項 250,000 千円

第２項 39,792 千円

第３項 10,043 千円

第４項 8,000 千円

 資 本 的 支 出 667,782 千円

第１項 445,986 千円

第２項 221,796 千円

　( 企業債 )

 起債の目的,限度額,起債の方法,利率及び償還の方法は,次のとおりと定める。

限度額 起債の方法 償還の方法

250,000千円
証書借入又
は証券発行

借入先の貸付条件による。
ただし,財政上の都合により償
還年限を短縮し,若しくは繰上
償還又は低利に借り替えるこ
とができる。

利率

第４条

企　業　債

補　助　金

加　入　金

年利5％以内
（ただし,利率見直し方式で借
り入れる政府資金及び地方公
共団体金融機構資金について,
利率の見直しを行った後にお
いては,当該見直し後の利率）

第５条

収　　入

支　　出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

起債の目的

建設改良事業

第１款　

第１款　

補　償　金

―2―



　（ 一時借入金 ）

 一時借入金の限度額は， 100,000 千円と定める。

　（ 予定支出の各項の経費の金額の流用 ）

 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用間の流用。

　（ 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 ）

 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金

額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。　

職 員 給 与 費 136,914 千円

　（ 他会計からの補助金 ）

 児童手当の補助金として一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，780千円である。

　（ たな卸資産の購入限度額 ）

 たな卸資産の購入限度額は，21,925千円と定める。　　　　

　令和4年3月3日提出

小松島市長　中山 俊雄

第６条

第８条

第９条

第７条

第１０条
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１ 業務活動によるキャッシュ・フロー （単位：円）

当年度純利益 43,103,141

減価償却費 293,726,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,800,000

長期前受金戻入額 △53,673,000

受取利息及び受取配当金 △2,000

支払利息 43,027,000

未収金の増減額（△は増加） △952,394

未払金の増減額（△は減少） △19,180,928

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,192,183

退職給付引当金の増減額（△は減少） △965,903

賞与等引当金の増減額（△は減少） 740,903

資産減耗費 22,851,000

小計 334,666,002

利息及び配当金の受取額 2,000

利息の支払額 △43,027,000

業務活動によるキャッシュ・フロー 291,641,002

令和４年度小松島市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）
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２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △315,790,090

国庫補助金等による収入 30,305,273

投資活動によるキャッシュ・フロー △285,484,817

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等企業債による収入 250,000,000

建設改良等企業債の償還による支出 △221,796,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 28,204,000

資金増加額（又は減少額） 34,360,185

資金期首残高 453,794,484

資金期末残高 488,154,669
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報酬 給料 手当 計

( 0人 )

0 人 19 人 8,479 59,436 48,239 116,154 20,760 136,914

( 0人 )

0 人 20 人 8,181 64,487 51,446 124,114 22,483 146,597

( 0人 )

0 人 △ 1 人 298 △5,051 △3,207 △7,960 △1,723 △9,683

区　分 通勤手当 時間外手当 住居手当 管理職手当 特勤手当 児童手当 退職給付費

本年度 723 1,804 981 2,460 300 780 13,998

前年度 660 1,775 687 2,976 300 1,060 13,570

比　較 63 29 294 △516 0 △280 428

１　総括

給　与　費　明　細　書

（単位：千円）

区　　分
職　員　数 給　与　費

法定福利費 合計
特別職 一般職

扶養手当期末勤勉手当

手
当
の
内
訳

（単位：千円）

△402△2,823

2,41228,006

2,01025,183

本年度

前年度

※職員数欄の（　）内は再任用短時間勤務職員について外書き

比　較

※職員数欄の一般職の人数はパートタイム会計年度任用職員も含む
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ア　会計年度任用職員以外の職員

報酬 給料 手当 計
( 0人 )

0 人 14 人 0 59,436 46,513 105,949 19,014 124,963
( 0人 )

0 人 15 人 0 64,487 50,269 114,756 20,742 135,498
( 0人 )

0 人 △1 人 0 △5,051 △3,756 △8,807 △1,728 △10,535

区　分 通勤手当 時間外手当 住居手当 管理職手当 特勤手当 児童手当 退職給付費

本年度 723 1,804 981 2,460 300 780 13,998

前年度 660 1,775 687 2,976 300 1,060 13,570

比　較 63 29 294 △516 0 △280 428

イ　パートタイム会計年度任用職員

報酬 給料 手当 計

0 人 5 人 8,479 0 1,726 10,205 1,746 11,951

0 人 5 人 8,181 0 1,177 9,358 1,741 11,099

0 人 0 人 298 0 549 847 5 852

区　分

本年度

前年度

比　較

26,829 2,412

△3,372 △402

本年度

前年度

比　較

※職員数欄の（　）内は再任用短時間勤務職員について外書き

（単位：千円）

手
当
の
内
訳

期末勤勉手当 扶養手当

23,457 2,010

（単位：千円）

区　　分
職　員　数 給　与　費

法定福利費 合計
特別職 一般職

（単位：千円）

区　　分
職　員　数 給　与　費

法定福利費 合計
特別職 一般職

本年度

前年度

比較

（単位：千円）

手
当
の
内
訳

期末勤勉手当

1,726

1,177

549
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２　給料及び手当の増減額の明細

増減額

（千円）

給料 △5,051 給与改定に伴う増減分 0

普通昇給に伴う増加分 771 平均昇給率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.32 ％

昇給職員数

１月・・・・・ 11 人

その他の増減分 △5,822 異動による減

14 人

15 人

△1 人

制度改正に伴う増減分 △1,677
期末勤勉手当の引き下げ

(4.45月→4.30月)

その他の増減分 △2,079 異動による減

（現に在職する職員数）

区分 増減事由別内訳（千円） 説明 備考

職員数の異動状況

手当 △3,756

本年度

前年度

増　減

令和3年12月期末手当引下げ分含む
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３　給料及び手当の状況

(1)  職員1人当り給与

（円）

（円）

（歳）

（円）

（円）

（歳）

(2)  初任給

区　　分 企　業　職

令和4年1月1日現在

平 均 給 料 月 額 352,507

平 均 給 与 月 額 410,280

平 均 年 齢 49

令和3年1月1日現在

平 均 給 料 月 額 357,133

平 均 給 与 月 額 397,112

平 均 年 齢 49

　※再任用短時間勤務職員は含まない

区　　分 企 業 職（円）

大　学　卒 182,200 182,200

高　校　卒 150,600 150,600

一般会計の制度

  一 般 職（円）
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(3)  級別職員数

 人 (     ) ％ （     ）

 人 (     ) ％ （     ）

 人 (     ) ％ （     ）

 人 (     ) ％ （     ）

 人 (     ) ％ （     ）

 人 (     ) ％ （     ）

 人 (     ) ％ （     ）

 人 (     ) ％ （     ）

 人 (     ) ％ （     ）

 人 (     ) ％ （     ）

 人 (     ) ％ （     ）

 人 (     ) ％ （     ）

 人 (     ) ％ （     ）

 人 (     ) ％ （     ）

 人 (     ) ％ （     ）

 人 (     ) ％ （     ）

（級別の標準的な職務内容）

区　　分
企　業　職

級 職　員　数 構　成　比

0.0

100.0

0 0.0

2級 0 0.0

計 14

6級

7級 0

令和4年1月1日現在

1級

2級

3級

5級

4級

0.0

0 0.0

2 14.3

0

50.0

4 28.6

1 7.1

7

6級 2 13.3

4級 6

0.0

計 15 100.0

　※職員数及び構成比欄の（　）内は再任用短時間勤務職員について外書き

令和3年1月1日現在

1級

7級 0

20.03級 3

40.0

5級 4 26.7

区　　分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

課長補佐
主　査

課　長
主　幹

部長
副部長

企　業　職
主　事
技　師

主　事
技　師

係　長
主　任

係　長
主　任
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(5)　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(4)  期末手当・勤勉手当 （単位：月分）

支給率計

（1.125） （2.25）
本年度 5%

区　　分
支給期別支給率 職制上の段階、職務の級等による加算措置

6月 12月 3級 4･5級 6･7級

10%

（単位：月分）

一般会計の制度
（1.125） （1.125） （2.25）

5% 10% 15%
2.150 2.150 4.30

　※（　）内は再任用職員の標準的な支給率

35年勤務の者 最高限度 調整額 備　　考

24.586875 33.27075 47.709 47.709 調整月額　60月分　　支給率等

一般会計の制度
（支給率等）

区　　分 20年勤務の者 25年勤務の者

15%

前年度 5% 10% 15%
2.225 2.225 4.45

（1.175） （1.175） （2.35）

2.150 2.150 4.30

（1.125）

区　　分 一般会計との差異 差異の内容

扶養手当 同じ

24.586875 33.27075 47.709 47.709 調整月額　60月分　　

(6)　その他の手当

住居手当 同じ

通勤手当 同じ
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左の財源内訳

期　間 金　額 期　間 金　額
損益勘定
留保資金

千円 千円 千円

千円 千円 千円

14,000

債務負担行為に関する調書

前年度までの
支払義務発生
（見込）額

当年度以降の
支払義務発生

予定額

田浦配水池及び送配水管
更新計画検討業務

14,000

事項 限度額

令和４年度 14,000

7,000 7,000水道管理システム更新業務 7,000 令和４年度
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１．固　定　資　産

円 円 円 円

(1) 有 形 固 定 資 産

イ. 土 地 164,995,324

ロ. 建 物 439,353,429

建 物 減 価 償 却 累 計 額 △113,577,970 325,775,459

ハ. 構 築 物 12,003,480,417

構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 △5,515,337,121 6,488,143,296

二. 機 械 及 び 装 置 1,125,889,075

機械及び装置減価償却累計額 △889,589,943 236,299,132

ホ. 車 両 運 搬 具 27,605,937

車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額 △25,832,992 1,772,945

へ. 工 具 器 具 及 び 備 品 36,743,234

工具器具及び備品減価償却累計額 △31,758,936 4,984,298

ト. 建 設 仮 勘 定 178,010,595

有 形 固 定 資 産 合 計 7,399,981,049

令和４年度小松島市水道事業予定貸借対照表（当年度）

（令和5年3月31日）

資　　産　　の　　部
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円 円 円 円

(2) 投 資

イ. リ サ イ ク ル 預 託 金 113,555

投 資 合 計 113,555

固 定 資 産 合 計 7,400,094,604

２．流　動　資　産

(1) 現 金 預 金 488,154,669

(2) 未 収 金 102,527,322

貸 倒 引 当 金 △37,023,505 65,503,817

(3) 貯 蔵 品 27,272,438

流 動 資 産 合 計 580,930,924

資 産 合 計 7,981,025,528
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３．固　定　負　債

円 円 円 円

(1) 企 業 債 2,824,384,471

(2) 引 当 金

イ. 退 職 給 付 引 当 金 116,344,871

引 当 金 合 計 116,344,871

固 定 負 債 合 計 2,940,729,342

４．流　動　負　債

(1) 企 業 債 218,313,286

(2) 未 払 金 57,578,227

(3) 引 当 金

イ. 賞 与 引 当 金 8,058,000

ロ. そ の 他 引 当 金 1,605,000

引 当 金 合 計 9,663,000

(4) そ の 他 流 動 負 債 2,819,196

(5) 前 受 金 2,174,702

流 動 負 債 合 計 290,548,411

負　　債　　の　　部
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５．繰　延　収　益

円 円 円 円

(1) 長 期 前 受 金 2,571,293,688

(2) 収 益 化 累 計 額 △1,139,521,639

繰 延 収 益 合 計 1,431,772,049

負 債 合 計 4,663,049,802

６．資　本　金 1,262,663,546

７．剰　余　金

(1) 資 本 剰 余 金

イ. そ の 他 資 本 剰 余 金 4,147,008

資 本 剰 余 金 合 計 4,147,008

(2) 利 益 剰 余 金

イ. 当年度未処分利益剰余金 2,051,165,172

利 益 剰 余 金 合 計 2,051,165,172

剰 余 金 合 計 2,055,312,180

資 本 合 計 3,317,975,726

負 債 資 本 合 計 7,981,025,528

資　　本　　の　　部
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注記

Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

１ 資産の評価基準及び評価方法

（１）貯蔵品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先入先出法による原価法

２ 固定資産の減価償却の方法

（１）減価償却　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定額法

（２）主な耐用年数

建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24～50年

構築物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10～60年

機械及び装置　　　　　　　　　　　　　　　　　 8～20年

車両運搬具　　　　　　　　　　　　　　　　　 　4～ 6年

工具器具及び備品　　　　　　　　　　　　　　　 2～15年

３ 引当金の計上方法

（１）貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため，実績率等による回収不能見込額を計上している。

（２）退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため，当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を

　　計上している。なお，一般会計等との協議に基づき，それぞれの会計での勤続年数により退職金を負

　　担することとしており，当年度末における水道事業会計在籍職員にかかる退職手当の要支給額のうち，

　　他会計が負担すると見込まれる金額44,964,622円を除き，他会計在籍職員にかかる退職手当の要支給

　　額のうち，水道事業会計が負担すると見込まれる金額38,343,468円を加えて計上している。

（３）賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため，当年度末における支給見込額に基づき，当年度の負担に

　　属する額を計上している。
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（４）その他引当金

職員の期末勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため，当年度末における支出見込額に基づき，

　　当年度の負担に属する額を計上している。

４ 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ リース契約により使用する固定資産に関する注記

１ リース取引の処理方法

（１）リース会計に係る特例措置

中小規模事業者の特例規定により，所有権移転外ファイナンス・リース取引については，通常の賃貸

　　借取引に準じた会計処理によっている。

（２）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

17,458,280円（税抜）

Ⅲ その他の注記

１ 新会計基準移行に係る経過措置

（１）退職給付引当金の取崩し

　 令和4年度において,退職手当を支給するため,退職給付引当金14,963,903円を取崩す。

（２）賞与引当金の取崩し

令和4年度において,期末手当および勤勉手当を支給するため,賞与引当金7,473,849円を取崩す。

（３）その他引当金の取崩し

令和4年度において,期末手当および勤勉手当にかかる法定福利費を支出するため,法定福利引当金

1,448,248円を取崩す。
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千円 千円 千円

１．営　業　収　益

(1) 給 水 収 益 692,035

(2) 受 託 工 事 収 益 11,005

(3) そ の 他 の 営 業 収 益 1,288 704,328

２．営　業　費　用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費 84,960

(2) 配 水 及 び 給 水 費 82,471

(3) 受 託 工 事 費 14,249

(4) 総 係 費 105,982

(5) 減 価 償 却 費 282,264

(6) 資 産 減 耗 費 10,350

(7) そ の 他 営 業 費 用 201 580,477

（ 営 業 利 益 ） 123,851

令和３年度小松島市水道事業予定損益計算書（前年度）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）
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千円 千円 千円

３．営　業　外　収　益

(1) 受 取 利 息 1

(2) 他 会 計 補 助 金 840

(3) 長 期 前 受 金 戻 入 52,891

(4) 雑 収 益 395 54,127

４．営　業　外　費　用

(1) 支 払 利 息 46,204

(2) 雑 支 出 4 46,208 7,919

（ 経 常 利 益 ） 131,770

５．特　別　利　益

(1) 過 年 度 損 益 修 正 益 24 24

６．特　別　損　失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損 25,475 25,475

（ 特 別 損 失 ） △ 25,451

当年度純利益（損失） 106,319

前年度繰越利益剰余金 1,901,743

当年度未処分利益剰余金 2,008,062
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１．固　定　資　産

円 円 円 円

(1) 有 形 固 定 資 産

イ. 土 地 164,995,324

ロ. 建 物 439,353,429

建 物 減 価 償 却 累 計 額 △105,609,970 333,743,459

ハ. 構 築 物 11,731,647,327

構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 △5,272,699,121 6,458,948,206

二. 機 械 及 び 装 置 1,105,233,075

機械及び装置減価償却累計額 △848,332,943 256,900,132

ホ. 車 両 運 搬 具 27,605,937

車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額 △25,227,992 2,377,945

へ. 工 具 器 具 及 び 備 品 36,293,234

工具器具及び備品減価償却累計額 △30,500,936 5,792,298

ト. 建 設 仮 勘 定 178,010,595

有 形 固 定 資 産 合 計 7,400,767,959

令和３年度小松島市水道事業予定貸借対照表（前年度）

（令和4年3月31日）

資　　産　　の　　部
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円 円 円 円

(2) 投 資

イ. リ サ イ ク ル 預 託 金 113,555

投 資 合 計 113,555

固 定 資 産 合 計 7,400,881,514

２．流　動　資　産

(1) 現 金 預 金 453,794,484

(2) 未 収 金 79,302,928

貸 倒 引 当 金 △33,223,505 46,079,423

(3) 貯 蔵 品 29,464,621

流 動 資 産 合 計 529,338,528

資 産 合 計 7,930,220,042

―39―



３．固　定　負　債

円 円 円 円

(1) 企 業 債 2,792,698,085

(2) 引 当 金

イ. 退 職 給 付 引 当 金 117,310,774

引 当 金 合 計 117,310,774

固 定 負 債 合 計 2,910,008,859

４．流　動　負　債

(1) 企 業 債 221,795,672

(2) 未 払 金 76,759,155

(3) 引 当 金

イ. 賞 与 引 当 金 7,473,849

ロ. そ の 他 引 当 金 1,448,248

引 当 金 合 計 8,922,097

(4) そ の 他 流 動 負 債 2,819,196

(5) 前 受 金 2,174,702

流 動 負 債 合 計 312,470,822

負　　債　　の　　部

―40―



５．繰　延　収　益

円 円 円 円

(1) 長 期 前 受 金 2,518,716,415

(2) 収 益 化 累 計 額 △1,085,848,639

繰 延 収 益 合 計 1,432,867,776

負 債 合 計 4,655,347,457

６．資　本　金 1,262,663,546

７．剰　余　金

(1) 資 本 剰 余 金

イ. そ の 他 資 本 剰 余 金 4,147,008

資 本 剰 余 金 合 計 4,147,008

(2) 利 益 剰 余 金

イ. 当年度未処分利益剰余金 2,008,062,031

利 益 剰 余 金 合 計 2,008,062,031

剰 余 金 合 計 2,012,209,039

資 本 合 計 3,274,872,585

負 債 資 本 合 計 7,930,220,042

資　　本　　の　　部
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注記

Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

１ 資産の評価基準及び評価方法

（１）貯蔵品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先入先出法による原価法

２ 固定資産の減価償却の方法

（１）減価償却　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定額法

（２）主な耐用年数

建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24～50年

構築物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10～60年

機械及び装置　　　　　　　　　　　　　　　　　 8～20年

車両運搬具　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4～ 6年

工具器具及び備品　　　　　　　　　　　　　　　 2～15年

３ 引当金の計上方法

（１）貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため，実績率等による回収不能見込額を計上している。

（２）退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため，当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を

　　計上している。なお，一般会計等との協議に基づき，それぞれの会計での勤続年数により退職金を負

　　担することとしており，当年度末における水道事業会計在籍職員にかかる退職手当の要支給額のうち，

　　他会計が負担すると見込まれる金額50,006,654円を除き，他会計在籍職員にかかる退職手当の要支給

　　額のうち，水道事業会計が負担すると見込まれる金額39,300,849円を加えて計上している。

（３）賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため，当年度末における支給見込額に基づき，当年度の負担に

　　属する額を計上している。
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（４）その他引当金

職員の期末勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため，当年度末における支出見込額に基づき，

　　当年度の負担に属する額を計上している。

４ 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ リース契約により使用する固定資産に関する注記

１ リース取引の処理方法

（１）リース会計に係る特例措置

中小規模事業者の特例規定により，所有権移転外ファイナンス・リース取引については，通常の賃貸

　　借取引に準じた会計処理によっている。

Ⅲ その他の注記

１ 新会計基準移行に係る経過措置

（１）退職給付引当金の取崩し

　 令和3年度において,退職手当を支給するため,退職給付引当金7,094,931円を取崩す。

（２）賞与引当金の取崩し

令和3年度において,期末手当および勤勉手当を支給するため,賞与引当金8,909,538円を取崩す。

（３）その他引当金の取崩し

令和3年度において,期末手当および勤勉手当にかかる法定福利費を支出するため,法定福利引当金

1,738,303円を取崩す。
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